
補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補 助 事 業 の 目 的

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成29年度
平成29年

度
（繰越）

平成30年度 計

円 円 円 円 円 円

事業費 20,736,000 29,345,760 27,648,000 50,081,760

交付金額 17,840,000 29,000,000 26,000,000 46,840,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 策 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第三
者 機 関 の 活 用 の 有 無

排水路整備工事
　ヒューム管Φ600～900、塩ビ管Φ400～600
　L=379m

平成２９年度～平成３０年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

【排水路整備事業についての成果及び評価】
１）本事業完了後、適切に配水処理が行われていることが確認された。
上記の点から本事業の成果は得れていると評価した。
【地域住民への周知の実施状況について以下のとおり実施】
１）村ホームページへの掲載
２）広報誌へ掲載済み（令和２年３月号）
３）工事看板へ記載

　今後着手する道路整備事業と併せて、適切な生活環境の確保を図れるように努
める。

無

　本整備地区は、読谷補助飛行場跡地「北地区」として地区計画を促進し、宅地
として利用することにより、人口の増加及び経済効果を図る。
　本事業では、地区の表面排水を処理するための排水路を整備することで、適切
な生活環境の確保を図る。

事　　業　　評　　価　　書

北地区排水路整備工事

読谷村長

読谷村字座喜味地内



補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補 助 事 業 の 目 的

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成30年度 計

円 円 円 円 円 円

事業費 5,810,400 5,810,400

交付金額 5,500,000 5,500,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 策 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第三
者 機 関 の 活 用 の 有 無

　読谷村健康増進センターは、平成２０年に建設され、村民の健康の保持及び増
進に寄与している。
　当施設内で使用されている運動機器について、現在、経年劣化による不具合の
発生や使用不能になっている機器もあることから、利用者が円滑に利用出来ない
など施設運営に支障を来している状況である。
このことから、本事業により運動器具を更新することで、円滑な施設運営を確保
し、村民の健康保持及び増進に寄与する。

事　　業　　評　　価　　書

読谷村健康増進センター備品購入事業

読谷村長

読谷村字座喜味地内

備品購入
　トレッドミル　３台
　エリプティカル　２台
　リカンベントサイクル　２台

平成３０年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

【備品購入事業についての成果及び評価】
１）事業実施後、平成31年1月から令和2年1月までの稼働状況を確認した。調査期
間に器具の不具合は無く、事業の成果があったものと評価する。
【地域住民への周知の実施状況について以下のとおり実施】
１）村ホームページ及び広報誌へ掲載済み。
２）機具へ「平成30年度　沖縄防衛局　調整交付金事業」と表示

今後も、村内の利用ニーズに適用に対応するように努める。

無



補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成30年度 計

円 円

事業費 5,658,919 5,658,919

交付金額 5,500,000 5,500,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 措 置 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第
三

者 機 関 の 活 用 の 有 無
　無し

事　　業　　評　　価　　書

　学校給食調理場給食配送車輌購入

　読谷村長

　読谷村字座喜味（読谷第二給食調理場）地内

補助事業の成果の目標

　備品購入　給食配送車輌　１台

　平成30年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

[事業の成果及び評価]
　給食調理場の安定的な運営の確保について、給食配送車輌購入後は、各小
学校への給食到着時間に遅れることはなく、安定的な運用を確保することが
出来たことから本事業の成果を得られたものと評価する。
[地域住民への周知]
　本車輌の整備が特定防衛施設周辺整備調整交付金による事業である旨を以
下に掲載し、本事業に係る地域住民へ周知。
（１）村ホームページ及び広報誌へ掲載済み。
（２）購入車輌へ「平成30年度沖縄防衛局調整交付金事業」と文字塗装

　購入車輌の点検、整備を定期的に行うことにより、今後も安定した運営を
確保する。

　村内に所在する読谷第二給食調理場では現在、読谷小学校、読谷中学校へ
給食配送を行っているが、渡慶次給食調理場の廃止に伴い平成31年度より新
たに渡慶次小学校、喜名小学校へ給食配送を行う予定である。
　既存の車輌２台のみでは各学校の給食開始時刻までに給食を配送すること
が困難であり、授業などへの影響が懸念される。
　このことから、本事業により給食配送車輌を新たに１台購入し安定的な運
営を確保することで、児童生徒の健康及び食育に寄与するものである。



補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補助事業の成果の目標

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成30年度 計

円 円 円 円 円 円

事業費 13,586,400 13,586,400

交付金額 13,000,000 13,000,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 措 置 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第三
者 機 関 の 活 用 の 有 無

備品購入
据置型超音波診断装置　一式
ポータブル型超音波診断装置　二式

平成30年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

〔事業の成果及び評価〕
医療福祉サービスの向上について機器の整備後、受診者及び診療所職員へアン
ケート調査を実施した結果、多くの利用者から満足している旨の回答が得られ
た。また検査時間についても速かったとの回答が多くあったことから、本事業の
成果を得られたものと評価する。
〔地域住民への周知〕
（１）村ホームページ及び広報誌へ掲載予定。
（２）購入機器へ「平成30年度　沖縄防衛局　調整交付金事業」とシールを貼
付。

購入備品を適切に管理・点検することで今後も検査環境を維持し、医療福祉サー
ビスの向上に寄与する。

無し

読谷村診療所では、地域の高齢化社会に伴い、在宅における訪問診療を実施して
いる。
訪問診療の際に使用する超音波測定装置について、既存機器では精度不十分であ
り、適切な診療が出来ない状態である。また診療所内で使用する同機器について
も、経年劣化による不具合が多く、受診者の待ち時間か長いなど施設運営にも支
障を来たしている。このことから本事業により、該当機器を更新することで検査
環境を整え、村民への医療福祉サービスの向上に寄与する。

事　　業　　評　　価　　書

医療機器購入事業

読谷村長

読谷村都屋地内（読谷村診療所）



補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補助事業の成果の目標

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成30年度 計

円 円 円 円 円 円

事業費 17,280,000 17,280,000

交付金額 15,500,000 15,500,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 措 置 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第三
者 機 関 の 活 用 の 有 無

改修工事　受変電設備　一式

平成30年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

〔事業の成果及び評価〕
安心安全な診療環境の確保について整備後、電気設備月次点検において不良判定
箇所が無いか確認したが異常は無く良好であることから本事業による成果を得ら
れたものと判断した。
〔地域住民への周知〕
（１）村ホームページ及び広報誌へ掲載予定。
（２）工事の看板に「平成30年度　沖縄防衛局　調整交付金事業」と記載。

定期的な点検や適切な管理を行うことで、今後も安心安全な診療環境を確保す
る。

無し

読谷村診療所の受変電設備は、昭和52年に設置後41年が経過し、経年劣化による
老朽化が著しく毎月の定期点検においても不良判定箇所が多く報告され設備がい
つ停止してもおかしくない状況であり、診療業務に支障を来たす恐れがある。
このことから、本事業により受変電設備の改修工事を行い、安心安全な診療環境
を確保する。

事　　業　　評　　価　　書

読谷村診療所受変電設備改修工事

読谷村長

読谷村都屋地内（読谷村診療所）



補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補助事業の成果の目標

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

平成30年度 計

円 円 円 円 円 円

事業費 5,292,000 5,292,000

交付金額 4,000,000 4,000,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 措 置 及 び
今 後 の 対 応

事業の評価に際しての第三
者 機 関 の 活 用 の 有 無

　備品購入：カーテン一式

　平成30年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

【補助事業の成果及び評価について】
　カーテン設置後、日差しの映り込みによる支障の有無について確認したとこ
ろ、やや映りが薄い部分もあるが、全体的に改善が見られる。また、学校環境衛
生基準において「児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い
光源がないこと」と規定されている。カーテンの設置により直射日光が遮られ、
円滑に授業が実施できていると評価する。
【地域住民への周知について】
　１）村ホームページ及び村広報誌へ掲載

今後も円滑に授業が実施できるよう購入備品を適切に管理・点検していく。

　無

　村立小中学校及び幼稚園においては一部の教室や遊戯室にカーテンが設置され
ておらず、日差しの映り込みにより、円滑な授業や保育の実施に支障をきたして
いる状況である。
　このことから、本事業でカーテンを購入することで健全な教育環境を確保す
る。

事　　業　　評　　価　　書

　村立小中学校及び幼稚園備品購入

　読谷村長

　読谷村字瀬名波、高志保、喜名、楚辺、古堅地内


